
◎　土地 ・建物が３００坪以上ある

◎　アパートやマンションを持っている

◎　有価証券 ・預金が 2,000 万円以上ある

◎　相続人が一人しかいない

◎　事業を行っている

◎　生命保険をしっかりかけている

◎　孫のためにと孫名義で銀行口座に預金して、 通帳 ・ｶｰﾄﾞを全てご自身で管理している

預金では支払えない
金額の相続税がかかることも！

うちなんて相続税はかからないわ、 特に困ったことはないわ、

などと思っている方は要注意です

大丈夫と思っていると、 相続が発生したときに大変です

◎　相続人が多く、 遺産を分割しなければならない

◎　アパートを建てませんかと営業されている

◎　親が認知症になりかけ、 またはすでになっている

節税

納税資金

認知症

財産をどう分けるか

生前贈与 ・

　　不動産対策は？

誰に残すか ( 遺言）

相続税を減らすには？

　　万が一、 家族が

　認知症になったら

どうするか？

財産は不動産がほとんど

納税資金はどうしたら？

揉めない

　ための

　　準備は？

遺産分割

争族

お墓はどうする？

相続のことならなんでもお気軽にご相談ください

税理士 ・相続診断士 ・司法書士 ・お寺 ・保険会社 ・ その他

私たちはプロのチームを組んで皆様のお悩みにお応え致します

相続対策は現状を知ることから始まります!


